（別表）
移住支援金の申請に必要となる書類等

（１）すべての方が提出
　　　□　移住支援金交付申請書（第１号様式）
　　　□　移住支援金の交付申請に関する誓約事項（第１号様式別紙１）
　　　□　振込申出書（第１号様式別紙３）
　　　□　振込口座通帳（提示のみ）
　　　□　委任状（第１号様式別紙４）（該当者のみ）
　　　□　写真付き身分証明書（提示のみ）　例：運転免許証、個人番号カード、パスポート等
　　　□　住民票の写し【移住先の市町村発行のもの】
　　　　　※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分
　　　□　移住元での住民票の除票の写し（又は、戸籍の附表の写し）
　　　　　※世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯全員分
　　　□　その他、必要に応じて、市長が必要と認める書類

（２）要件に該当する５年間に東京圏（条件不利地域以外）において複数の市区町村間の転居がある方
　　　□　戸籍の附表（申請者分のみ）の写し
　　　　　又は移住前の１０年間のうち、要件に該当する５年間に居住していたすべての市区町村が発行する住民票の除票（申請者分のみ）の写し

＜移住先の形態等で該当するものを提出＞
　①就業の場合
　　□　就業証明書（第２-１号様式）
　　□　労働条件通知書の写し
　　□　雇用保険被保険者証の写し
又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）の写し

　②テレワークの場合
　　□　就業証明書（第２-２号様式）
　　□　労働条件通知書の写し
　　□　雇用保険被保険者証の写し
又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）の写し
　　（個人事業主の場合）
· 就業時間の証明書（第２-３号様式）
· 業務委託契約書等（テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類）
· 開業届の写し
· 申請前３か月間において当該テレワーク業務の実態（収入）が確認できる書類（全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可）

③起業の場合
· 起業支援金交付決定通知書の写し

　④関係人口（就業）の場合
· 瀬戸市が実施する「移住体験事業」へ参加したことがわかる書類
· 就業証明書（第２-１号様式）
【農林水産業以外の就業先（市内）】
□　労働条件通知書の写し
　　□　雇用保険被保険者証の写し
又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（被保険者通知用）の写し
【農林水産業】
· 認定農業者認定書の写し
又は認定新規就農者認定書の写し
　　□　農業経営改善計画の写し
　　□　青年等就農計画の写し
　　　　又は家族経営協定書の写し

　⑤関係人口（起業）の場合
· 瀬戸市が実施する「移住体験事業」へ参加したことがわかる書類
　　【農林水産業以外の起業（市内）】
· 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
又は商業・法人登記の写し
又は確定申告書の写し
　　※ア　個人事業の開業・廃業等届出書の提出日又は商業・法人登記の登記完了日が転入日より前の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の提出日又は商業・法人登記の登記完了日から１年以内であること。
　　　イ　転入日が個人事業の開業・廃業等届出書の提出日又は商業・法人登記の登記完了日より前の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の提出日又は商業・法人登記の登記完了日以後であること。
　　【農林水産業】
· 認定新規就農者認定書の写し

（３）東京２３区以外の東京圏から東京２３区に通勤していた方
　　□　就業証明書
又は離職証明書
又は退職証明書　等
移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

（４）東京２３区以外の東京圏から東京２３区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方
　　□　開業届出済証明書　等
　　　　移住元での在勤地を確認できる書類
· 個人事業等の納税証明書
移住元での在勤期間を確認できる書類



（５）東京圏から東京２３区内の大学等に通学し、東京２３区内の企業等へ就職した方
　　　（注）通学期間を移住元としての対象機関に含める場合のみ
[bookmark: _GoBack]　　□　卒業証明書
　　　　又は成績証明書　等
　　　　在学期間や卒業校を確認できる書類
· 就業証明書
又は退職証明書　等
移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類
